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 資料 ７  

役員報酬規程改正のポイント 

（国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成２４年法

律第２号）平成 24 年３月 1 日施行関係） 
 

法 人 名 現       行 改  正  後 

国 立 公 文 

書 館 

 

 

○ 常勤役員の俸給月額 

 館長    ９８９，０００円 

 理事    ８３８，０００円 

 

○ 非常勤役員手当の月額 

監事        ２９７，０００円 

 

 

 

１．人事院勧告に係る給与改定 

 

○ 常勤役員の俸給月額 

 館長    ９８４，０００円 

 理事    ８３４，０００円 

 

○ 非常勤役員手当の月額 

監事        ２９６，０００円 

 

 

○ 平成２４年６月期の期末手当で平成２

３年４月から平成２４年２月までの差額分

の調整措置を行う。 

 

２．給与減額支給措置に係る改定（平成２

４年４月～平成２６年３月） 

 

○ 常勤役員の俸給月額 

 館長、理事 月額の９．７７％を減じて支

給 

 

○ 非常勤役員手当の月額 

 監事  月額の９．７７％を減じて支給 

 

○ 地域手当及び期末手当 

 それぞれ９．７７％を減じて支給 

 

１．については、平成２４年３月１日から、

２．については、平成２４年４月１日から施

行する。 

 

北 方 領 土 

問 題 対 策 

協 会 

 

人事院勧告分 

 

○ 常勤役員の俸給月額 

理事長     ９４４，０００円 

 

１． 人事院勧告に係る給与改定 

 

○ 常勤役員の俸給月額 

理事長     ９３９，０００円 
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理事      ６４４，０００円 

 

○ 非常勤監事手当の月額 

監事（東京）  ２７８，０００円 

監事（札幌）  １８４，０００円 

 

 

理事       ６４１，０００円 

 

○ 非常勤監事手当の月額 

監事（東京）  ２７７，０００円 

監事（札幌）  １８３，０００円 

 

○ 平成２４年３月１日から適用する。 

 

２． 給与減額支給措置 

 

○ 俸給月額 

 常勤役員の俸給月額及び非常勤監事

手当の月額から１００分の９．７７乗じて得

た額を減ずる。 

 

○ 地域手当 

 常勤役員の地域手当の月額から１００

分の９．７７乗じて得た額を減ずる。 

 

○ 期末特別手当 

 常勤役員の期末特別手当の額から１０

０分の９．７７乗じて得た額を減ずる。 

 

○ 平成２４年４月１日から平成２６年３月

３１日までの間適用する。 

 

 

国 民 生 活 

センター 

 

○ 常勤役員の俸給月額 

理事長   ９３８，８００円 

理事    ７７６，８００円 

 

○ 非常勤役員手当の月額 

監事    １１２，４００円 

監事（理事長が指定する者に限

る）      ４５９，６００円 

 

 

 

 

 

 

 

１．人事院勧告に係る給与改定 

 

○ 常勤役員の俸給月額 

理事長   ９３４，０００円 

理事    ７７２，８００円 

 

○ 非常勤役員手当の月額 

監事    １１１，９００円 

監事（理事長が指定する者に限る）  

４５７，３００円 

○ 平成 24 年夏期特別手当（6 月）で減

額調整を行う。 

   （調整率は 0.37％） 

 

２．給与減額支給措置（平成 24 年 4 月 1

日から平成 26 年 3 月 31 日まで） 
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俸給・非常勤役員手当 ▲9.77％ 

職責手当 ▲9.77％ 

特別手当 ▲9.77％ 

業績給  ▲9.77％ 

 

平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 

 

 

（参考）国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律のポイント 

 

Ⅰ 人事院勧告に係る給与改定 

○ 俸給月額の引下げ 平均▲0.23％ 

 

Ⅱ 給与減額支給措置（措置期間：平成２４年４月～平成２６年３月末） 

○ 一般職給与法適用者 

（１）俸給月額 

① 本省課室長相当職員以上（指定職、行(一)10～７級） ▲9.77％ 

（２）俸給の特別調整額（管理職手当） 一律▲１０％ 

（３）期末手当及び勤勉手当一律▲9.77％ 


